
第８次方針 第９次方針（骨子案）
はじめに はじめに

第１ 勤労青少年の職業生活の動向

１ 勤労青少年を取り巻く環境の変化

２ 勤労青少年の現状

(1)青少年人口

(2)青少年をめぐる雇用情勢

(3)就業構造の変化及び就業形態の多様化

(4)働くことに関する青少年の意識

(5)海外体験

(6)勤労青少年ホームの利用状況

第１ 勤労青少年の職業生活の動向

１ 勤労青少年を取り巻く環境の変化

２ 勤労青少年の現状

(1)青少年人口

(2)若者をめぐる雇用情勢

(3)就業構造の変化及び就業形態の多様化、自立に困難を抱え

る若者の発生

(4)働くことに関する若者の意識

(5)勤労青少年ホームの活用状況

第２ 勤労青少年の福祉の増進に関する基本的施策

１ 勤労青少年福祉行政の方向性

２ 職業生活の充実

(1)職業意識形成のための支援

(2)就業に向けた自信・意欲の獲得等のための支援

(3)的確な職業選択・職場定着の支援

(4)職業生活に必要な職業能力開発の推進

(5) 労働条件等の整備充実に関する支援

３ 自由時間を活用した生活の充実

(1)社会活動への参加の促進及び活用

(2)様々 な世代同士による交流の促進等

４ 国際交流の促進

(1)ワーキング・ホリデー制度の持つキャリア形成機能

の有効活用

(2) 海外留学を行う青少年へのキャリア形成支援

(3) 勤労青少年ホームによる国際交流事業の活用促進

５ 勤労青少年福祉行政推進のための環境整備

(1)支援のための地域ネットワークの構築等

(2)勤労青少年ホームの機能充実

６ 勤労青少年指導体制の整備等

７ 勤労青少年福祉対策に関する啓発活動等の実施

第２ 勤労青少年の福祉の増進に関する基本的施策

１ 勤労青少年福祉行政の方向性

２ 勤労青少年の長期的な視点からのキャリア形成の促進

(1) 学校在学段階からの職業意識形成等計画的なキャリア形

成支援の推進

(2)学校から職業生活への円滑な移行、的確な職業選択・職場

定着の支援

(3)職業生活に必要な基礎的・実践的な職業能力開発の推進

(4) 就業に向けた自信・意欲の獲得等のための支援

(5) これら取組みの基盤となるキャリア・コンサルティング

等の体制整備

（6）労働条件等の整備充実に関する支援

３ 勤労青少年の交流、多様な活動の促進

(1)社会活動への参加の促進及び活用

(2)様々 な世代相互の交流の促進等

(3)勤労青少年の国際交流の促進

４ 勤労青少年福祉行政推進のための環境整備

(1)支援のための地域ネットワークの構築等

(2)勤労青少年ホームの多様な観点からの活用促進

(3)勤労青少年支援に関わる人材育成等の体制の整備

５ 勤労青少年福祉に関する啓発活動等の実施

第８次方針と第９次方針骨子案の構成比較表


